
史跡武蔵国分寺跡周辺エリアのまちづくり 都市計画決定・変更の概要について

史跡武蔵国分寺跡周辺エリアについて，以下の通り都市計画の決定・変更を行いましたので，お知らせいたします。

告示日：令和２年９月30日

※史跡指定地は文化財保護法により原則として建築物の建築はできません。

都市計画決定・
変更範囲

地区計画地区区分

用途地域境

低層住宅・
小規模店舗調和地区

史跡地区

農住調和地区

崖線緑保全地区

凡 例

用途地域

容積率

建ぺい率

史跡武蔵国分寺跡

国分寺緑地

・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・

史跡地区

農住調和地区

低層住宅・小規模店舗調和地区

崖線緑保全地区

市道幹2号線（元町通り）

一低
60
30

変更なし

一住
200
60

変更なし

一低
80
40

一低
60
30

変更なし

変更なし

一低
80
40

一低
60
30

Ｂ

準工
200
60

一低
60
30

Ａ

一低
80
40

二低
80
40

Ｃ

一低
80
50

二低
80
50

Ｄ

一低
80
40

変更なし

（注意）国分寺市まちづくり条例第41条第1項に該当する開発事業（開発区域面積500㎡以上の宅地
分譲又は開発区域面積300㎡以上（国分寺崖線区域内）の共同住宅等（長屋を含む）など）
の場合，まちづくり条例に基づく前面道路の後退や建築物の外壁等の後退距離（1m以上）
などの整備基準が適用になります。同条例の手続や整備基準について，詳細は，『まちづく
り推進課』へお問合せください。

地区計画の決定用途地域，高度地区，防火・準防火地域の変更


